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二
十
九
年
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十
六
日
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領

答

弁

第

三

一

五

号

内
閣
衆
質
一
九
三
第
三
一
五
号

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
宮
崎
岳
志
君
提
出
著
作
権
侵
害
に
あ
た
る
二
次
創
作
作
品
を
掲
載
し
た
同
人
誌
を
発
行
し
よ
う
と
し
た
場
合
に

お
い
て
、
テ
ロ
等
準
備
罪
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
宮
崎
岳
志
君
提
出
著
作
権
侵
害
に
あ
た
る
二
次
創
作
作
品
を
掲
載
し
た
同
人
誌
を
発
行
し
よ
う
と
し
た
場

合
に
お
い
て
、
テ
ロ
等
準
備
罪
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

あ
る
集
団
が
現
在
国
会
で
審
議
中
の
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十

六
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
に
い
う
「
組
織
的
犯
罪
集
団
」
に
該
当
す
る
か
否
か
を
含
め
て
、
犯
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
捜

査
機
関
が
収
集
し
た
証
拠
に
基
づ
い
て
個
々
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
仮
定
を
前
提
と
し
た
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。


